
○西ノ島町地域交流型合宿等促進事業補助金交付要綱 

平成２８年７月１日 

要綱第２３号 

改正 令和４年４月１日要綱第２４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、西ノ島町において開催される学生等の合宿等に対して地域交流型

合宿等促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、西ノ島町

における地域の活性化及び人的交流の促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義については、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める学校をいう。 

（２） 学生等 前号に規定する学校等に在籍する児童、生徒及び学生をいう。 

（３） 宿泊施設 本町区域内で、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条に

規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業に係る宿泊施設をいう。 

（４） 合宿等 本町で学生等が５人以上で行うスポーツ及び音楽、自然文化、歴史

等の調査研究等の活動のために滞在して行う活動及び町外の学生等が町内で開催さ

れるイベント及び地域行事のために自主的に参加する活動をいう。ただし、事業活

動によって報酬等を得る活動は除く。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となるものは、町外の学校等の学生等が町内で行うクラブ、

サークル、ゼミナール活動のための滞在合宿又は本町内で開催される地域行事、イベ

ント等において、町内の宿泊施設に５人以上で１泊以上する合宿等で地域住民との人

的交流が見込まれるものを対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは補助対象事業としないも

のとする。 

（１） 営利目的とするもの 

（２） 政治的又は宗教的活動を目的とするもの 

（３） この要綱以外に基づき西ノ島町から他の助成金等の交付を受けているもの 

（対象となる経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、当該事業の実施に要する経費のうち、船賃

及び宿泊費について助成する。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 本土からの渡航費 １人につき２，０００円（小学生１，０００円） 

（２） 西ノ島町内の宿泊施設を利用した場合 １人１泊につき２，０００円（小学

生１，０００円） 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲

げる書類を町長に提出しなければならない。 

（１） 地域交流型合宿等促進事業補助金申請書（様式第１号） 

（２） 事業計画書 

（交付の決定） 

第７条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは補助金の交付を決定する。 

２ 町長は補助金の交付を決定したときは、地域交流型合宿等促進事業補助金交付決定

通知書（様式第２号）により申請者に通知する。 

（補助金の変更申請） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「申請者」という。）は、申請にかかる事



項を変更又は中止しようとするときは、すみやかに地域交流型合宿等促進事業補助金

変更申請書（様式第３号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第９条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、すみやかに次に掲げる書類を町長

に提出しなければならない。 

（１） 地域交流型合宿等促進事業補助金実績報告書（様式第４号） 

（２） 宿泊証明書（様式第５号） 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（交付額の確定及び通知） 

第１０条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、補助金の交付の額を確定し、その旨を地域交流型合宿等促進事業

確定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書（様式第７号）を町長

に提出しなければならない。 

２ 町長は、請求書の提出があったときは、すみやかに補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し等） 

第１２条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を求めることができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） その他町長が特別の理由があると認めたとき。 

（受入のための取り組み） 

第１３条 学生等の受入が地域にとって効果的なものとなるよう、町内事業者等へ事業

協力を行うものとする。 

（その他） 

第１４条 要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則（令和４年要綱第２４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 


